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横須賀応援ふるさと納税支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 目的 

本実施要項は、横須賀市（以下、本市という）のふるさと納税に係る寄附の受付、

寄附情報の管理、返礼品の発注・配送管理・新規登録等の事務の効率化を図るとと

もに、本市を応援してくださる寄附者を増やし、本市の 魅力の発信と地場産品の

販路拡大による地域活性化を図るにあたり、必要な業務を委託する事業者（以下、

受託者という）を提案審査型競争見積り合わせ（以下、プロポーザルという）により

選定することについて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）業務名 

横須賀応援ふるさと納税支援業務委託 

（２）業務内容 

別紙「横須賀応援ふるさと納税支援業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

契約締結日から令和７年３月31日(月) 

   ※ただし、業務を継続して委託することに支障がないと本市が認める場合、本市と

受託者の双方合意のうえ、上記の契約期間以降も業務委託契約を更新することが 

できるものとする。 

（４）寄附受付開始日 

令和６年７月１日(月) 

 

３ 委託料の見積り限度額 

30,000千円（税抜き）（令和６年度の寄附想定額 600,000千円の５％） 

委託料は寄附額に対する単価契約とし、本プロポーザルにおける見積り限度額は寄

附額６億円の５％（消費税及び地方消費税を除く）を上限とする。 

プロポーザル参加事業者（以下、参加者という）が見積もる額は、契約期間内の 

寄附件数15,000件、寄附総額を６億円とした場合の委託料の総額（税抜き）であり、

返礼品代及びその発送に係る経費、ふるさと納税ポータルサイト利用料、クレジット

カード等決済手数料、受領証明書発行代行委託料、ワンストップ特例申請受付委託料

は含まない。（返礼品代及びその発送に係る経費は、別途実費相当額を受託者に支払

う。） 

なお、令和６年度の広告費予算については、上記委託料とは別に、通期で3,000千
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円を予算計上する予定である。 

 

４ 受託者の選定方式 

（１）選定方法 

１次選考では、参加者から提出のあった企画提案書（以下、提案書という）を横須賀

応援ふるさと納税支援業務受託事業者選考委員会（以下「選考委員会」という）で審査

する。この審査により必要な評価点を得て審査を通過した参加者で、２次選考として 

委託料の見積り合わせを行う。 

この見積り合わせで最も低い見積額を提示した参加者を受託者に選定する。 

（２）提案書の評価方法 

  提案書の内容について、後述の評価基準に基づき選考委員会で評価採点を行う。なお、

提案書の内容について本市から質問を行う場合がある。 

 

５ 事務局 

横須賀市財務部財務管理課（ふるさと納税担当） 

〒238–8550 神奈川県横須賀市小川町11（本庁舎１号館５階） 

電   話：046-822-8276（直通） 

Ｅ-mail：rp-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 

６ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、以下の条件を全て満たす者であること。 

なお、本業務を受託するにあたり協力事業者※を設ける場合、全ての者が以下の要件

を満たすものとする。ただし、（１）については、少なくとも受託者が要件を満たして

いれば参加できるものとする。（協力事業者は、委託仕様書に記載の業務内容の一部を

担う事業者をいい、単に寄附管理システム等を提供する事業者は含まない。） 

また、参加資格要件の確認基準期間は参加申請書（様式１）を本市が受理した日か

ら業務委託契約を締結するまでの間とする。 

（１）ふるさと納税業務のノウハウを有し、他の地方公共団体と別紙「横須賀応援ふる

さと納税支援業務委託仕様書」に定める業務内容に類する業務委託契約を締結し、

３年以内に履行した実績を有すること。  

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこ

と。 

（３）横須賀市指名停止等措置規則に基づく指名停止期間中でないこと。 

（４）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）
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に基づき手続き開始の申立てがなされている者（手続き開始後、資格の再認定を 

受けたものを除く。）でないこと。 

（５）民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づき、再生手続開始の申立てがな

されている者でないこと 。 

（６）横須賀市暴力団排除条例（平成24年３月29日条例第６号）第７条に掲げる暴力団

員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 

 

７ スケジュール 

本業務に係るスケジュールは以下のとおり。 

 内  容 時  期 

１ 実施要項等の公表・配布 令和６年２月19日（月） 

２ 質問受付期限 令和６年２月29日（木）17時までに必着 

３ 質問・回答の公表 令和６年３月６日（水）まで 

４ 参加申請書等書類の提出期限 令和６年３月７日（木）17時までに必着 

５ 参加資格確認結果の通知 令和６年３月11日（月）まで 

６ 提案書等書類の提出期限 令和６年３月27日（水）17時までに必着 

７ 
《１次選考》書類審査・プレゼン

テーション 
令和６年４月８日（月） 

８ 《２次選考》見積り合わせ 令和６年４月９日（火） 

９ 結果通知 令和６年４月12日（金）まで 

10 業務委託契約締結日 令和６年５月上旬を予定 

11 寄附受付開始 
令和６年７月１日（月）以降速やかに開始

できるようにすること 

 

８ 質問の受付・回答 

（１）質問の受付 

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式４）を電子メールに添付して以下の 

提出先アドレスに送付する。 

なお、電子メールの件名は「横須賀応援ふるさと納税支援業務委託 質問書 事業者名 」

とすること。 

① 提出期限  令和６年２月29日（木）17時までに必着 

② 提 出 先  横須賀市財務部財務管理課 

E-mail：rp-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

（２）質問及び回答の公表 
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質問及び回答を次の方法により公表する。 

① 公表方法  参加者からの質問及びその回答は、質問者名を伏して、本市ホーム 

ページに公表する。なお、受託者の選定に公平を保てない質問に  

ついては回答しないことがある。 

横須賀市ホームページアドレス

https://yokosuka.cms8341.jp/cms8341/1605/furusato2024.html 

 

② 公 表 日  令和６年３月６日（水）まで 

 

９ 参加申し込み 

（１）参加申請書等書類の提出期限 

令和６年３月７日（木）17時までに必着 

（２）提出先 

横須賀市財務部財務管理課ふるさと納税担当 

〒238–8550 神奈川県横須賀市小川町11（本庁舎１号館５階） 

（３）提出方法 

上記の提出先あて書留郵便による郵送又は持参にて提出すること。 

（４）提出書類 

提出書類は以下のとおり。 

 提出書類 記載内容 部数 
様式 

指定 

１ 参加申請書 
本プロポーザルに参加する意思を証する

書類。 
１部 様式１ 

２ 会社概要書 
参加者の沿革、従業員数、事業所（拠

点）などを記載する書類。 
１部 様式２ 

３ 
暴力団排除に関する

宣誓書兼同意書※１ 

参加者が暴力団と密接な関係を有して 

いないことの宣誓、及び暴力団と関係を

有していないことについて、本市が警察

本部に照会することの同意書。 

１部 様式３ 

４ 
履歴事項全部証明書 

（発行後３か月以内) 

参加者の商業登記を証する書類。法務局

が発行する商業登記簿謄本。 
１部 ― 

５ 

直近年度の 

納税証明書※１※２ 

（発行後３か月以内） 

・法人税、消費税及び地方消費税に係る

納税証明書（国税通則法施工規則第９

号書式その３の３） 

・本店所在地の都道府県民税の納税証明

書又は未納がないことを証する納税証

１部 ― 
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明書（完納証明書可） 

・本市内に支店又は事務所が存在する  

場合は、本市税に未納がないことを  

証する証明書（全税目） 

※１ 「かながわ電子入札共同システム」に登録を行い、令和６年４月１日現在で横須

賀市競争入札参加資格を有する場合は、提出を免除する。参加申込書提出時に申請中で

ある場合は、申請中であることを証する申請受理の通知メールや神奈川県ホームページ

で確認できる進捗状況を確認する画面の写し等を添付してください。（ただし、当プロ

ポーザルのスケジュール上、令和６年２月末日までに申請が必須となるため注意するこ

と。） 

※２ 新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の特例猶予を受けている場合はそ

の旨を証する書類（「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１）など」）を

提出すること 

 

10 参加資格確認結果の通知期限 

（１）通知日 

   令和６年３月11日（月）まで 

（２）通知方法 

確認結果通知書を参加申請書に記載のメールアドレス宛に電子メールで送信する。 

また、提案書を作成するにあたり、参加者の名称に替えて使用する提案者記号

（例：Ａ社、Ｂ社、Ｃ社など）を併せて通知する。 

 

11 提案書及び見積書の提出 

（１）提案書及び見積書の提出期限 

令和６年３月27日（水）17時までに必着 

（２）提出先 

横須賀市財務部財務管理課ふるさと納税担当 

〒238–8550 神奈川県横須賀市小川町11（本庁舎１号館５階） 

＜電子メール＞ 

横須賀市財務部財務管理課 

E-mail：rp-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

（３）提出方法 

 書留郵便による郵送又は持参により提出すること。 

 ※見積書は参加者名を明記した任意の封筒に封入封緘し、封緘にあたっては代表者

印やシール等で必ず封印をすること。 

（４）提出書類 

提出書類は以下のとおり。 
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 提出書類 記載内容 部数 
様式 

指定 

１ 提案書 

本実施要項の「12 提案書の 

作成について」及び「横須賀応

援ふるさと納税支援業務委託仕

様書」の内容を十分に踏まえて

作成すること。 

また、受領証明書発行代行委託

料、ワンストップ特例申請受付

委託料、写真撮影手数料など別

途費用が発生するものについて

は、その価格についても明記す

ること。 

紙 10部 ― 

電子データ※１ １部 ― 

２ 見積書※２ 

令和６年度寄附想定額６億円に

対する委託料（返礼品代及び 

その発送に係る経費を除く）に

ついて、「３ 委託料の見積り

限度額」に記載の限度額の範囲

内で、消費税及び地方消費税相

当額を除いた金額を記入するこ

と。また、参考として、税抜き

の委託料率も併せて記入するこ

と。 

紙 １部 
様式

５ 

 ※１ 電子データはＰＤＦファイルにより電子メールで提出すること。電子メールは 

１通につき 10 メガバイトを超えないようにし、超える場合は分割送付すること。 

※２ 見積り額は仕様書に定めた業務及び提案書記載の業務を実施する場合の委託料を

記載すること。また、寄附管理システムの導入に初期費用や毎月の利用料等が生じ

る場合は、当該費用相当額を委託料及び委託料率に含めること。 

 

12 提案書の作成について 

提案書は下記の事項に基づいて作成すること。 

① 提案書の用紙サイズはＡ４（縦横不問）とし、様式や装丁は指定しない。 

② 提案書の枚数は、30ページ以内とする。 

③ 提案書に自社の名称（事業者名）は表記しないこととし、これに替えて事務局が 

通知する提案者記号（例：Ａ社、Ｂ社、Ｃ社など）を使用すること。提案者記号は、

令和６年３月11日（月）までに確認結果通知書と併せて各参加者に通知する。 

④ 提案書は、文章のほか図表等を用いて簡潔かつ明瞭に記述すること。 

⑤ 企画提案の内容は、「本実施要項」及び「横須賀応援ふるさと納税支援業務委託仕

様書」の内容を十分に踏まえて、見積額の範囲内で行うことを前提に記載すること。 

⑥ 提案書は以下のⅠ～Ⅵの６項目について、原則、記載順のとおりに提案するものと
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する。 

＜必須項目＞ 

Ⅰ．寄附者対応 

クレーム・問い合わせ対応、寄附金受領証明書の発行、ワンストップ特例申請

の受付（オンライン含む）の対応状況について記載すること。 

Ⅱ．個人情報管理とセキュリティ 

個人情報漏えい防止のための対策とその運用について記載すること。 

＜採点項目＞ 

Ⅲ．寄附金額最大化に向けた戦略・戦術 

新規返礼品の開発から既存返礼品の強化まで含めた、寄附額、寄附件数の目標

設定（５か年）と目標達成に向けた全体戦略・考え方、意気込みについて記載す

ること。また、それらの事項について、他都市での特徴的な事例についても記載

すること。 

Ⅳ．返礼品提供事業者のサポート 

返礼品提供事業者の受注・配送管理やコンサルティング体制、事業発展に向け

た支援について記載すること。 

Ⅴ．その他 

経費率低減、市職員との円滑なコミュニケーション、寄附実績に関するレポート・

分析と施策の改善など、その他の特徴的な取組について記載すること。 

Ⅵ．組織体制、業務実績・業務遂行能力 

ふるさと納税業務にかかる業務実績・業務体制を詳細に記載すること。 

 

13 １次選考の選考方法（書類審査・プレゼンテーション） 

（１）日程 

令和６年４月８日（月） 

※具体的な時間については、参加資格確認結果の通知と合わせて連絡する。 

（２）提案書の審査について 

１次選考における各応募者の企画提案は、選考委員会において、以下に記載の 

評価項目及び評価配点に基づき、公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

（３）１次選考（書類審査・プレゼンテーション）の評価項目及び配点 

   総合評価点 1,200点満点（審査委員１名あたり評価点240点満点×５名） 

【必須項目】 

Ⅰ．寄附者対応 

項目 評価 
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Ⅱ．個人情報管理とセキュリティ 

【採点項目】 

Ⅲ．寄附金額最大化に向けた戦略・戦術（配点115） 

①クレーム・問い合わせ対応 ◎/〇/△/×

で評価、全て

の項目で〇以

上がつくこと 

②寄附金受領証明書の発行 

③ワンストップ特例申請の受付（オンライン含む） 

項目 評価 

個人情報漏えい防止のための対策とその運用 

◎/〇/△/×

で評価、全て

の項目で〇以

上がつくこと 

項目 評価の視点 配点 

①寄附額、寄附件数

の目標設定（５か

年）と目標達成に向

けた全体戦略・考え

方、意気込み 

具体的な目標が設定され、実現可能な戦略が描か

れているか。 
20 

②新規返礼品の開発 

本市の特性を踏まえた積極的な開発計画が示され

ているか。（内容、未開拓事業者のピックアッ

プ、営業方針：月〇社程度訪問、月〇件の新規返

礼品を開発・掲載（定期便、量目展開等を含

む）、新規事業者セミナーなど） 

20 

③既存返礼品の強化

を含む、返礼品の魅

力を広く伝え、寄附

額の増加につなげる

ための方策 

各ポータルの特性を理解した上で、新規返礼品、既存返

礼品の魅力を多くの方に知っていただき、寄附額の最大

化につなげる知見、ノウハウ、技術を有し、そのための

具体的な方策が示されているか。迅速な対応が期待でき

るか。 

①アクセス対策 

SEO対策、広告運用

（ROAS、検索順位アッ

プ）、特集ページ、レビ

ューキャンペーン、メル

マガ、SNSの活用などそ

の他の具体的な施策が期

待できるか。 

20 

②転換率対策 

高品質なLPを制作するた

めの強み、専門的なノウ

ハウを有しているか。 

20 

③客単価向上対策 

ポータルサイト内の回遊

促進や定期便設定など、

客単価を高めるための施

策が期待できるか。 

５ 
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Ⅳ．返礼品提供事業者のサポート（配点35） 

Ⅴ．その他（配点30） 

Ⅵ．組織体制、業務実績・業務遂行能力（配点60） 

④クラウドファンデ

ィングの活用などそ

の他寄附額増加のた

めの取組 

ふるさと納税クラウドフ

ァンディング、「さとふ

る」への掲載サポートな

ど、①～③以外での寄附

額増加のための施策が期

待できるか。 

５ 

⑤地域活性化と魅力

発信、認知度の向上 

返礼品や地域の魅力を

WEBサイト・SNSなどによ

り発信し、認知度向上や

観光振興につなげる提案

があるか。 

（例：観光と返礼品の魅

力を訴求する小冊子のデ

ザインなど） 

５ 

④ ①～③に関する

他都市での特徴的な

事例 

他都市での寄附額の状況、新規返礼品開発、既存

返礼品強化などの特徴的な事例が示されている

か。 

20 

項目 評価の視点 配点 

① 返礼品の発注・

配送管理 

事業者が容易かつ安定的に返礼品の手配ができる

仕組みが整備されているか。 
10 

②返礼品提供事業者

とのコミュニケーシ

ョン 

事業者と密なコミュニケーションをとることで良

好な関係を構築し、継続的に返礼品を供給・刷新

していくことが期待できるか。 

10 

③ふるさと納税から

発展させた販路拡大

支援 

電子商取引全般に関する知見の共有や、事業者の

露出機会の拡大を通じて、事業者の販路拡大が期

待できるか。 

10 

④その他事業者支援 
①～④で挙げた事項以外に事業者支援につながる

施策はあるか。 
５ 

項目 評価の視点 配点 

①経費率低減 
送料低減など、経費率低減につながる仕組みや視

点は盛り込まれているか。 
10 

②その他 

市職員との円滑なコミュニケーション、寄附実績

に関するレポート・分析と施策の改善、アピール

ポイントなど、その他の特徴的な取組はあるか。 

20 

項目 評価の視点 配点 

① 組織体制 

・Ⅰ～Ⅴを実現可能な体制が提案されているか。

（例：営業拠点、地域密着、専属担当、バックオ

フィス、専門的知見・ノウハウ・技術を持った職

員のかかわり、カメラマン、スタジオ、人材育成

など） 

・自社の持つ専門的な知見、ノウハウ、技術を、

50 
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（４）評価項目の得点化方法 

「（３）１次選考（書類審査・プレゼンテーション）の評価項目及び配点」に基

づき審査を行う。Ⅲ～Ⅵについては、次に示す６段階評価により評価点を算定する

ものとし、選考の参加者間の相対評価ではなく、絶対評価の方法により行う。 

【必須項目】Ⅰ～Ⅱについて  

評価 判断基準 

◎ 優れている 

〇 標準的（安定した業務が期待できる） 

△ 物足りない 

× 記載がない 

【採点項目】Ⅲ～Ⅵについて 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 特に優れている 各項目の配点×1.0 

Ｂ 優れている 各項目の配点×0.8 

Ｃ 標準的 各項目の配点×0.6 

Ｄ やや物足りない 各項目の配点×0.4 

Ｅ 物足りない 各項目の配点×0.2 

Ｆ 記載がない 各項目の配点×0.0 

（５）評価基準点 

１次選考の通過基準として以下のとおり評価基準点を設定し、最も高い総合評価

点を得た参加者と評価基準点以上の参加者を１次選考の通過者とする。 

【評価基準点】 

総合評価点の最高点の95％以上の評価点であること。（小数点以下は切り捨て） 

（例）総合評価点の最高点が850点の場合  ⇒  評価基準点は807点 

総合評価点の最高点が700点の場合  ⇒  評価基準点は665点 

本市にどのような体制で本市に提供できるか。 

・寄附金額最大化に向けて、パートナーとして連

携して取り組むことができるスピード感、ノウハ

ウを提供できる体制・マインドを有しているか。 

・ページ制作等のスピード感が優れているか。 

・各ポータルの特徴を最大限活用できる管理シス

テムを提案しているか。 

②業務実績・業務遂

行能力 

他自治体で同様の業務実績を持ち、安定した業務

遂行能力を有しているか。 
10 
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なお、すべての参加者の評価点が総合計点の60％に達していない場合は、選定者

なしとする。 

（６）選定結果の通知 

選定結果については決定後、全ての参加者に電子メールにて通知する。 

 

14 ２次選考の選定方法（競争見積り合わせ） 

（１）開札日 

令和６年４月９日（火） 

※具体的な時間については、１次選考の選考結果通知と合わせて連絡する。 

（２）開札場所 

横須賀市役所 本庁舎１号館６階 経済部会議室 

〒238–8550 神奈川県横須賀市小川町11 

（３）見積書の開札と受託者の選定 

１次選考を通過した事業者の立会い（希望者のみ）のもと、１次選考を通過した

参加者の見積書（様式５）のみ開札を行い、見積り限度額（3,000万円（税抜き））

以下で、かつ、最も低い見積額を提示した参加者を受託者に選定する。（１次選考

を通過しなかった参加者の見積書は、開封せずに返却する。） 

２次選考において同額の見積りをした者が２者以上あるときは、１次選考の総合

評価点が最も高い参加者を受託者に選定する。 

（４）選定結果の通知及び公表 

選定結果については決定後、全ての参加者に書面にて通知するとともに本市ホー

ムページにおいて公表する。 

 

15 業務委託契約について 

（１）基本的な考え方 

 提案書等の提出書類は、本市ふるさと納税業務の受託者をプロポーザルにより選定

するための資料であり、提案事項を全て業務委託の契約内容に反映するとは限らない。

業務委託契約の締結にあたっては、その契約内容について本市と受託者が双方協議の

うえ決定する。 

（２）業務委託契約 

① 契約形態 

受託者との協議が成立した場合に業務委託契約を締結することとする。 

② 契約方法 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に基づき随意契約とする。 

③ 業務委託料 
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本市と締結する業務委託契約において定める委託料は、本プロポーザルにおいて 

見積もった委託料率によるものとする。ただし、業務仕様書の内容を変更して契約を

行うこととした場合には、本市と受託者の双方協議により、これを考慮した委託料率

とする場合がある。 

④ 費用の支払 

委託料の支払については、別紙「横須賀応援ふるさと納税支援業務委託仕様書」の

とおりとする。 

⑤ 契約保証金 

免除する。 

⑥ 契約締結 

当該事業にかかる予算が横須賀市議会において承認された場合に、令和６年５月上

旬を目途に業務委託契約を締結する予定である。契約手続きの詳細は、契約候補者に

対して、別途通知する。 

⑦ その他 

受託者の選定後、業務委託契約の締結までに「６ 参加資格要件」に定める事項の

いずれかを満たさなくなった場合には、業務委託契約を締結しないことがある。 

 

16 留意事項 

（１）本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）参加申請書の提出後に辞退を希望する場合は、速やかに辞退届（様式６)を本市に

提出すること。 

（３）提出書類の様式については、別紙「様式」のとおりとする。 

（４）提出書類は主に日本語を用いることとし、通貨は日本円とする。 

（５）提出書類に関して、事務局より問合せや追加資料等の提出を求められた場合には、

速やかに対応すること。 

（６）提出期限後の書類の修正及び変更は原則認めない。ただし、誤字脱字などの軽微な

修正についてはこの限りではない。 

（７）提出書類について情報公開請求があった場合は、横須賀市情報公開条例（平成13年

条例第４号）に基づき、公開する場合がある。 

（８）この実施要項に定めのない事項は、本市の契約規則に定めるところによる。 

 

【参考】 

寄附実績 
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年 度 
令和５年度 

（12月末日まで） 
令和４年度 令和３年度 令和２年度 

寄附件数 8,473件 4,158件 3,002件 1,722件 

寄附金額 376,134千円 259,048千円 286,402千円 51,086千円 

 


